
                         事 務 連 絡 

令和４年６月 14日 

  

介護保険施設管理者 様 

那覇市福祉部 

ちゃーがんじゅう課長 

（ 公 印 省 略 ） 

  

退院患者の介護施設における適切な受入れに関する更なる取組について（周知） 

 

 

今般の新型コロナウイルスへの対応に多大なるご協力を賜り誠にありがとうございます。 

  さて、見出しの件について、沖縄県高齢者福祉介護課より別添の事務連絡が発出されました。 

つきましては、当該通知中の記３及び４の内容について、これまで令和３年３月５日付事務連絡等でお示

ししてきたところですが、改めて関係通知について周知します。また、下記の関連通知については、那覇市

ホームページに掲載しておりますので、併せてご確認ください。 

 

記 

 

〇 添付資料 

退院患者の介護施設における適切な受入れに関する更なる取組について 

（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部他３課連名令和４年６月７日付事務連絡） 

 

 【参考通知】 

○「退院患者の介護施設における適切な受入等について（一部改正）」（令和３年３月５日付け厚生労働省健

康局結核感染症課ほか連名事務連絡） 

 

○「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院

及び就業制限の取扱いについて（一部改正）」（令和３年２月25 日付け健感発0225 第１号厚生労働省健康局

結核感染症課長通知） 

 

○「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第17

報）」（令和２年 12 月 25 日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

 

○「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて」（令和２年４月27 日付け厚生労働省老健

局老人保健課事務連絡） 

 

○「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第18報令

和３年）」( 令和４年２月16日付け厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡) 

 

○「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第19）」

（令和３年３月22日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

 

【掲載場所】 

 那覇市ホームページ＞福祉・健康＞高齢者福祉＞事業者の皆様へ＞介護保険サービス（全サービス）事業者

へのお知らせ＞（介護保険サービス事業者の皆様へ）施設グループからのお知らせ 

以上 

  

那覇市ちゃーがんじゅう課 

                 施設グループ 玉城（佳） 

TEL：098-862-9010 

 FAX：098-862-9648 


